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第１ 審査会の結論

群馬県知事が行った決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

審査請求人（以下「請求人」という。）は、群馬県情報公開条例（平成１２年群

馬県条例第８３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、群馬県知事

（以下「実施機関」という。）に対し、平成２８年９月２６日付けで、「○○に関

し、環境アセスメントの実施の協議に○○が来た日時及び協議内容。また、アセス

メントを実施しなくても良いと報告した、報告手段と通告日、県通告者、○○被通

告者」の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成２８年１０月７日、本件請求に係る公文書について、請求に係

る公文書を保有していないと判断し、公文書不存在決定（以下「本件処分」という。）

を行い、当該公文書が不存在の理由を次のとおり付して、請求人に通知した。

（不存在の理由）

環境影響評価は、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環境影響評価条例施

行規則」に定める事業の種類ごとに、「群馬県環境影響評価条例」及び「群馬県環

境影響評価条例施行規則」で定める規模要件等を勘案し、環境影響評価を行うべき

事業に該当するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。したがって、環

境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提出することや協議

することは必要とされていないことから、当該請求に係る文書を保有していないた

め。

３ 審査請求

請求人は、実施機関に対して、本件処分を不服として平成２８年１０月１３日

付けで審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。

４ 弁明書の送付

実施機関は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第３項におい

て読み替えて適用する同法第２９条第２項の規定に基づき、平成２８年１１月１

８日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。

５ 反論書の提出

請求人は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第３

０条第１項の規定に基づき、平成２８年１２月２３日付け反論書を作成し、実施

機関に提出した。

６ 諮問
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実施機関は、条例第２６条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会（以下「審

査会」という。）に対して、平成２９年１月１３日、本件審査請求事案の諮問（以

下「本件事案」という。）を行った。

７ 意見書の提出

請求人は、条例第３２条の規定に基づき、平成２９年１月２５日付け意見書を

作成し、審査会に提出した（諮問庁の閲覧に供することは適切でない旨の意見が

提出されており、その内容は記載しない。）。

第３ 争点（本件請求に係る公文書を不存在とした決定について）

本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定は妥当であるか。

第４ 争点に対する当事者の主張

１ 審査請求書における請求人の主張要旨

（１）不存在決定通知書で「環境影響評価を行うべき事業に該当するか否かを事業者

が自ら判断する制度となっている」という主張は、まさに自ら定めた条例や規則

を自ら無視したかたちとなり、県民を愚弄する考え方である。

（２）株式会社○○（以下「○○」という。）らが事業の事前報告として、平成２７

年６月下旬ごろに群馬県に提出した文書によると、「平成２７年１月に群馬県と

環境アセスメントの実施の有無について協議を開始し、同年３月に『実施しなく

てよい』と群馬県から回答を受けた」と記載されている。群馬県環境影響評価条

例で示された排ガス量が基準を超えたことで、第１種事業に該当する事業である

にも関わらず、環境アセスメントを回避したい○○は、群馬県と協議を開始した

ことになる。

（３）これほどまでに重要なテーマに関する話し合いが、○○と群馬県の間で何の文

書も交わさないで行われたこと自体、我々県民にとって驚きであり、あり得ない

ことである。

２ 弁明書における実施機関の主張要旨

（１）請求内容から、対象公文書は、○○が○○市に建設を予定している○○発電施

設の環境影響評価に関して、群馬県環境政策課（以下「環境政策課」という。）

と○○が行った協議についての公文書と判断したが、存在しない。不存在決定を

した文書は、作成または取得していないものである。

（２）環境影響評価は、環境影響評価法や群馬県環境影響評価条例に定める規模要件

に該当する対象事業を実施しようとする事業者が、同法や同条例に基づく環境配

慮手続を履行することで、自主的に環境保全上の適正な対応を行う制度である。

したがって、対象事業ごとの規模要件の該当の有無についても、同条例及び同条

例施行規則に定める事業の種類ごとに、同条例及び同評価を行うべき事業に該当

するか否かを事業者が自ら判断する制度となっている。

そのため、環境影響評価に関する手続きの要否について、県に対して書類を提
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出することや協議することは必要とされておらず、同条例及び同条例施行規則に

もそのような規定はない。

（３）事業者から、訪問や電話等により、環境影響評価の対象事業や規模要件等に関

する問合せがあった場合にも、通常は口頭による説明で解決するケースが多く、

全ての問合せについて対応記録を作成しているものではない。

（４）平成２６年度、○○から環境政策課に対し、建設を予定している発電施設に関

して、群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則で定める規

模要件等について問い合わせがあった模様であるが、これら問い合わせ内容につ

いては、口頭にて説明したのみであり、「環境影響評価を実施しなくてもよい」

と伝達したわけではなく、また、その際の対応記録は作成しなかったものである。

３ 反論書における請求人の主張要旨

（１）開示請求公文書の特定について

ア 「無いものは無い」と言われてしまうと元も子もない。しかし、「無いこと

はないハズである」。それは群馬県が行っていることが、全て○○の行動にリ

ンクしているからである。したがって、公文書がないという事自体が、役人と

して問題であるとしか言えないのではないか。○○の行動を時系列で追うと、

平成２７年１月に環境政策課と環境アセスメントの実施について協議を開始し

たと、事業計画書に明記されているからである。そして、平成２７年３月に環

境政策課から、「環境アセスメントを実施しなくてよろしい」と回答をもらっ

ている。

イ これを受け、群馬県は、平成２７年３月３０日に群馬県環境影響評価条例の

運用の変更を起案し翌３１日に決裁されているが、その内容は、木質バイオマ

スに限っては、排ガス量を２割減で計算できるようにし、○○発電所が環境ア

セスメントを実施しなくても良いように画策している。しかも、この文書には

担当者の印と日付印しか押印されておらず、協議状況、公印、施行年月日等何

も記入されておらず、これが本当に公文書の体を成しているのか、後から作成

された文書である可能性だって考えられる。そして、前出のように、○○だけ

に、運用開始前に情報を提供し、どこにも審議、報告のないまま、ファイリン

グされた。したがって、この工作作業は、環境政策課と○○しか知らない話で

ある。

（２）不存在の解釈について

弁明書によると、「公文書を保有していない」ことの類型のうち、「作成又は取

得していない」という類型に該当しているから、非開示の決定になったことのよ

うであるが、環境アセスメントを実施するかどうかの、重要なテーマで何度かに

わたり協議をしているのだから、役人のメモだって重要な政策判断になるはずで

あるが、「公文書に該当しない」という類型には、一切触れていない。メモはあ

るのかどうか、あっても出さないのか、はっきりとさせるべきである。

（３）公文書が存在しない理由に対する意見について

ア 群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規則のどこを見て
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も、環境影響評価の実施について、事業者自らがその要否も含め、自主的に判

断できる制度である旨は書かれていない。同条例第３条には、「群馬県の責務」

が書かれている。群馬県は、この責務を全く果たしておらず、果たそうともせ

ず、環境影響評価の重要性の認識が欠如している。

イ ここで、群馬県環境基本条例の基本理念を確認しておく。それは、第３条に

書かれている。そして、第４条には、群馬県の責務が書かれている。つまり、

同条例の３条、４条を見ても、実施対象事業者が、環境影響評価を実施しない

ことは有り得ず、その指導を行っている群馬県には重大な過失がある。さらに、

同条例の６条には事業者の責務が書かれている。したがって、○○は、群馬県

環境基本条例の基本理念を無視し、第６条で定めた事業者の責務を全く果たし

ていない。

ウ 群馬県環境影響評価条例施行規則の別表第１によると、「６ 工場又は事業場

の新設又は増設の事業については、・・・第１種事業の規模要件については、

総排出ガス量･･が４万立方メートル以上･･」とはっきりと明記されている。こ

の時点で、○○が、環境アセスメントの実施の必要性について群馬県と協議を

すること自体が非常に不自然であり、○○発電の排ガス量は、環境政策課から

のメールでの回答によると42,000㎥/hであり、第１種事業となることは明白で

ある。

エ 群馬県環境影響評価条例の第３章には、「第一種事業に係る環境影響評価に

関する手続等」が書かれ、「方法書」の作成義務や、環境影響評価の実施義務

が明文化されている。この条文のどこをとっても、事業者が自ら判断できる制

度にはなっておらず、群馬県と実施事業者の癒着そのものである。

オ 「環境アセスメント制度のあらまし（環境省）」を見ると、環境影響評価法

と条例との関係が示されている。そこには、「条例で環境アセスメントの義務

付けができる」とはっきり明記されており、これを見ても、事業者自らの判断

に委ねるということは、環境影響評価法に違反している。

カ ○○と群馬県との関係について、癒着ではないかという疑問について整理し

ておく。まず、平成２７年６月下旬頃に群馬県に提出された事業計画の事前資

料によると、○○は、「平成２７年１月に群馬県と環境アセスメントの実施の

必要性について協議を開始した」と書かれている。そして、同年３月に群馬県

より「環境アセスメントは実施しなくてよい」と回答を得ている。また、弁明

書には、「平成２６年度、○○から環境政策課に対し、建設を予定している発

電施設に関して、群馬県環境影響評価条例及び群馬県環境影響評価条例施行規

則で定める規模要件等について問い合わせがあった模様であるが、これら問い

合わせ内容については、口頭にて説明したのみであり、「環境影響評価を実施

しなくてもよい」と伝達したわけでなく、また、その際の対応記録は作成して

いなかったものである。」とあり、群馬県は白を切っているが、ここでいくつ

か疑問が起こる。

（ア）なぜ○○は、条例により環境アセスメントを実施しなければならないのに

群馬県と協議したのか。その協議はいつ、どのような内容だったのか。
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（イ）群馬県は、結論を出すのに、どうして２ヶ月もかかったのか。

（ウ）群馬県は○○より「問い合わせがあった模様」と他人事のように言い、ま

た、「口頭で説明した」とあるが、だれが、いつ、どのような内容を説明し

たのか全く分からない。

（エ）環境アセスメントの実施については、事業者の自主的判断でよいとするも

のを、運用まで変更し、○○を守ろうとしたのか。このようなことは、記録

メモや口頭でのやり取り全てをまとめ、公開されるべきである。

４ 口頭説明における実施機関の主張要旨

実施機関と○○との間で、以下の応対があったとのことである。

（１）平成２７年の１月頃に○○の担当者とその上司が２名で来課して、県の担当者

と係長の２名が対応した。

やりとりの内容は、事業の概要を聞いて、その当時の県の条例アセスメント制

度の内容及び、○○の事業内容は条例施行規則の別表第１のどこに該当し、規模

要件がどうなっているのかということを説明した。

（２）未利用の木質バイオマスを燃料とする場合、排ガス量の計算にあたり、乾量基

準含水率を２０％として計算できる、とする運用が３月３１日に決裁され、１月

からのやりとりを踏まえて、県の担当者が○○の担当者に電話で連絡を取り、運

用の内容を伝えた。なお、事業の内容に関してアセスメントの実施の要否等の判

断は県では行っていない。

（３）時期についての記憶は確かではないが、○○から○○発電施設に係る資料を、

県の担当者が参考として受け取った可能性がある。

受け取った時期については平成２７年１月の来課時かもしれないし、そうでは

ないかもしれず、記憶が曖昧である。

メールで資料を受け取ったという可能性もあるが、現在、メールも資料も存在

していない。また、担当者にははっきりとした時期や手段についての詳細な記憶

はなく、資料がメールへのＰＤＦなどの添付によるものか、直接受け取ったのか

については、定かではない。なお、通常の事務としては、個人のメールボックス

の容量が一杯になると削除することもあるので、メールで受け取っていたとして

も、その後に削除した可能性がある。

（４）運用に基づいて○○が計算した結果、排出ガス量は３万９千㎥／時余りであり、

条例アセスメントの規模要件に該当しないということを県が知ったのは、詳細は

定かではないが、平成２７年４月以降に○○の担当者から電話連絡をいただいた

時である。

（５）上記（１）、（２）、（３）、（４）、以外に、○○と協議なり情報のやりとりがあ

ったということについて、担当者には詳細な記憶はない。○○が他の所属を訪ね

た折に、環境政策課に立ち寄ったということもあったようであるが時期ははっき

りしない。あるいは、電話をいただいたこともあったかもしれないとのことだが、

時期、回数等についての記憶は定かではない。

話の内容も定かではないが、事業概要についての話をしたのではないかとのこ
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とである。

（６）県と○○の担当者とのやりとりについて、県の担当者が個人のノート等にメモ

書きした可能性はあるが、ノート等は既に廃棄をしてしまい、内容等を含めて確

認することはできない。

(７) 一般的に環境アセスメントについての問い合わせがあった時、書類を残す場合

と残さない場合の違いは、当時の判断がどうだったかは分からないが、現状では、

条例施行規則別表第１だけでただちに判断できずに確認や検討した上で対応する

必要がある場合など、制度の案内だけでは対応できないような案件があった場合

に、今後の参考とするためにメモを残すようにしている。

（８）運用に関して、各都道府県・関係市あてにアンケートを行ったのは平成２６年

の７月だが、木質バイオマス発電に係る条例アセスメントの適用についての検討

は、アンケートを行う前から始めており、○○の来課以前から検討は開始してい

たものである。

運用が決まってから、県の担当者が○○の担当者に伝えたが、これは、その時

期に相談があった○○に伝えたということである。

第５ 審査会の判断

１ 争点（本件請求に係る公文書を不存在とした決定について）

（１）本件請求に係る公文書が、○○が○○市に建設を予定している○○発電施設の

環境影響評価に関して、環境政策課と○○が行った協議についての公文書である

ことについて、双方に争いはない。

請求人は、これほどまでに重要なテーマに関する話し合いが、○○と群馬県の

間で何の文書も交わさないで行われたことはあり得ないことである等と主張して

いる。一方、実施機関は、本件請求に係る公文書を作成又は取得していないと主

張しているので、以下、本件請求に係る公文書が実施機関における事務処理にお

いて作成又は取得されたのか否かを検討する。

（２）本件請求に係る公文書が作成又は取得されたかの検討

ア 本件請求に係る公文書が作成又は取得されたとすれば、○○の木質バイオマ

ス発電事業の実施に関して実施機関と○○が協議又は報告を行ったことが前提

となる。

実施機関の説明によれば、前記第４ ４（１）から（５）のとおり、○○の

木質バイオマス発電事業の実施に関して実施機関と○○の担当者の間で接触が

複数回行われたとのことであるが、公文書は作成又は取得していないとのこと

である。

イ 前記第４ ２（２）の実施機関の説明によれば、環境影響評価の要否を判断

するに際して、群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則では、事業者が県

に対して協議することや書類を提出することは必要とされていないとのことで

ある。また、同条例では、県が環境影響評価の要否を判断することを求められ

てはおらず、必要な手続きではないことから文書も作成されていないとのこと

である。
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群馬県環境影響評価条例及び同条例施行規則を見分すると、県が事業者から

資料等の提出を受けてその要否を判断すると読み取ることはできないから、実

施機関の説明に不合理な点はない。

ウ 請求人は、群馬県は、群馬県環境影響評価条例の運用の変更を起案し、木質

バイオマス発電事業に限っては、排出ガス量を２割減で計算できるようにし、

○○発電所が環境アセスメントを実施しなくても良いように画策している等と

主張するが、実施機関の説明では、水蒸気量の算定に関する運用を定めるに当

たっては、○○から事業実施についての相談が行われた平成２７年１月より前

の平成２６年７月に全国の都道府県に対し文書による照会を行い検討を開始し

たとのことである。審査会としても環境政策課においてこの全国への照会に関

する文書の検証を行い、そういった状況にあったことを確認した。このことか

ら、○○からの事業実施についての相談は、運用を定めるための端緒となった

と認めることはできず、その内容を記録に残す必要性は低かったとする実施機

関の説明に不合理な点はない。

（３）メモについて

請求人は「メモはあるのかどうか、あっても出さないのか、はっきりとさせる

べきである」と主張する。

このことに関して、実施機関の口頭説明によれば、事業者から、環境影響評価

の対象事業や規模要件等に関する問合せがあった場合には、口頭による規則の説

明だけでは済まないような案件など、後の参考となる事案の場合には、メモを残

すようにしているとのことである。今回の案件について個人で使用していたノー

ト等にメモを作成した可能性はあるが、メモを記載した可能性があるノート等は

既に廃棄をしてしまったとのことである。

廃棄が行われたことに関しては、個人のノート等に作成されたメモであること

や、当時の担当者が既に他部署に異動していることを考慮すれば、メモが記載さ

れたノート等を廃棄したとの実施機関の説明に不合理な点はない。

（４）審査会の調査について

本件審査請求を受け、当審査会は、実施機関に対して条例第３０条第４項に

基づく調査を実施し、本件請求に係る公文書が作成又は取得されたのか否かを確

認するため、環境政策課において公文書の確認を行ったが、本件請求に係る公文

書として改めて特定すべき文書の存在は認められなかった。したがって、本件請

求に係る実施機関が作成又は取得した公文書が発見できない以上、当審査会とし

ては実施機関が当該文書を作成又は取得していると判断することはできない。

（５）以上のことから、本件請求に係る公文書を不存在とした実施機関の決定に、特

段の不合理な点は認められない。

２ 結論

以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。
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第６ 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審 査 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成２９年 １月１３日 諮問

平成２９年 １月３１日 審議（本件事案の概要説明）
（第５８回 第二部会）

平成２９年 ２月２３日 審議（実施機関の口頭説明等）
（第５９回 第二部会）

平成２９年 ３月２１日 審議
（第６０回 第二部会）

平成２９年 ７月３１日 審議（条例第３０条第４項による調査を実施）
（第６１回 第二部会）

平成２９年 ８月２９日 審議（実施機関の口頭説明等）
（第６２回 第二部会）

平成２９年 ９月２９日 審議
（第６３回 第二部会）

平成２９年１１月１３日 審議
（第６４回 第二部会）

平成２９年１２月２５日 審議
（第６５回 第二部会）

平成３０年 ９月２８日 答申


